
 

 

 

 

 

 

 

 

秋から冬へと暖房器具の使用等により火災が多く発生する季節を迎え、全道各地

で火災予防運動が展開されます。 

上川町でも、１０月１５日から１０月３１日までの間を火災予防運動実施期

間とし、地域住民、関係機関に火災の予防を広く呼びかけています。 

 

≪実施内容≫ 

●１０月１5日（※当日の天候等により中止の場合があります。） 

『消防職員・団員合同火災防ぎょ訓練』 

 １１：１０～層雲峡地区（ホテル大雪）で実施します。 

          ★実際にサイレンを鳴らして走行します。 

『火災予防広報パレード』 

 １３：４０～市街地でパレードを実施します。 

          ★幼年消防クラブが鼓笛演奏をしながらパレードをします。                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１０月１５日～３１日まで  『消防車両による巡回広報』 

期間中、消防車が町内を巡回し火災予防を呼びかけます。 
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